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登米市教育委員会２月定例会議 会議録 

会議の名称 令和５年第２回登米市教育委員会２月定例会議 

開催日時 

 

 

令和５年２月１０日（木） 

午後 １時３０分 開会 

午後 ３時４０分 閉会 

開催場所 登米市役所 中田庁舎１階 １０１会議室 

教育長氏名 教育長 小野寺 文晃 

出席委員氏名 

 

 

 

委員 畠山 信弘 

委員 小野寺 範子 

委員 大久保 芳彦 

委員 須藤 勝子 

  

欠席委員 佐竹 美香 

傍聴者  

事務局職員氏名 

教育部長 小林 和仁 

教育部次長兼教育総務課長 菅原 正博 

教育部次長兼学校教育管理監 飯川 弘芳 

学校教育課長 髙橋 正晴 

活き生き学校支援室長 鈴木 司 

学校再編推進室長 白岩 登世司 

生涯学習課長 山形 敦 

文化財文化振興室長 日野 裕子 

教育支援センター所長 笠原 英康 

西部・北部学校給食センター所長 木村 浩之 

南部・東部東和・東部津山学校給

食センター所長 
山崎 和弘 

迫図書館長兼登米図書館長兼視聴

覚センター所長 
及川 幸記 

生涯学習センター・石ノ森章太郎

ふるさと記念館所長 
菊地 孝之 

書記 教育総務課 課長補佐 津藤 順 

議題 報告第２号 一般事務報告について 

報告第３号 
専決処分の報告について（令和４年度登米市一般会計補正予算

（第10号）に対する意見聴取について） 

報告第４号 
専決処分の報告について（令和５年度登米市一般会計予算に対す 

る意見聴取について） 

報告第５号 登米市立津山小学校の校歌について 

議案第３号 登米市教育委員会個人情報保護法施行細則について 

議案第４号 
登米市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則につ

いて 

議案第５号 登米市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

議案第６号 
登米市就学すべき学校の指定に関する規則の一部を改正する規

則について 

議案第７号 市指定有形文化財の指定について（大内家文書） 

議案第８号 市指定有形文化財の指定について（伊達宗重筆「武蔵野図」） 

議案第９号 県費負担教職員の任免等の内申について 
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会議結果 報告第２号 報告 

報告第３号 報告 

報告第４号 報告 

報告第５号 報告 

議案第３号 決定 

議案第４号 決定 

議案第５号 決定 

議案第６号 決定 

議案第７号 決定 

議案第８号 決定 

議案第９号 決定 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

小野寺委員 

 

 

 

 

 

 

 

飯川次長兼学

校教育管理監 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ今から、令和５年第２回登米市教育委員会２月定例会議を開会

します。開会時間は、午後１時３０分とします。 

 

前回までの会議録の承認については、事前配布により、内容を確認

していただいていることとし、説明を省略させていただきたいと思い

ます。 

 

会議録の内容についてご異議ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご異議がないものと認め承認することとします。 

 

会議録署名委員の指名を行います。 

私から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

 ご異議がないようですので、２番小野寺委員、３番大久保委員にお

願いします。 

 

 

日程第１、報告第２号「一般事務報告について」を上程します。 

「教育長の一般事務報告について」、私から報告いたします。 

 

（一般事務報告について、令和５年１月２７日から 

令和５年２月９日までの会議・行事等への出席状況やその概要などに

ついて、別紙資料１及び資料１-②に基づき報告） 

 

（教育長の）一般事務報告が終わりました。この件についてご質問は

ありませんか。 

 

 管内教育委員会教育長会議で話されたアフターコロナの対応、マス

クの着用についてですが、これからの卒業式等での対応はどのように

なっていくのか。本日のニュースで岸田総理が卒業式での対応として

国歌、校歌、合唱を行う以外はマスクを外して構わないと発言してい

ましたが、登米市では最近新型コロナウイルス感染症が増加傾向にあ

り、学級閉鎖も行われています。卒業式での対応について、教育委員

会としての考え方を聞かせてください。 

 

 教育委員会として２月１日付けで市内の幼稚園、小中学校に通知を

しております。マスクの着用については、国家、校歌を歌う場面にお

いては必ずマスクを着用することと記載しております。その後の国等

の状況を注視していたところでありますが、先ほどニュースで岸田総

理大臣が「マスクを外すことを基本とする」と発言しましたので、こ

れから国、県等から新たな通知が届くものと思われます。その内容に

則しながら卒業式を行うこととなると考えております。 

新型コロナウイルス感染症の状況としては落ち着いておりました

が、最近２校で学級閉鎖の状況がありますので地域、学校等の感染状

況を見ながら適切に対応していきたいと思います。基本的には国の方

針となります。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺委員 

 

 

 

 

 

 

山形生涯学習

課長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小林教育部長 

 

各課長等 

 

小野寺教育長 

 

 

須藤委員 

 

 

 

髙橋学校教育

課長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 登米市スポーツ講演会についてですが、市民の方に講演会の整理券

の配布場所について聞かれ迫総合支所内の教育事務所を案内いたしま

した。残念ながら２枚しかなかったとのことで迫体育館に行ったとこ

ろ沢山あったとのことでした。市民の方が整理券の配布場所等が分か

るようにポスター等を貼り多くの方に知ってもらい講演会に参加して

いただけるようにしていただきたいと思います。 

 

 登米市スポーツ講演会は定員 300 名での開催となっており、各教育

事務所、体育館等で整理券を配布しておりました。教育事務所で整理

券が不足しているとの連絡があり体育協会に連絡を行い補充対応して

いただきましたが、市民の方にはご迷惑をお掛けしました。今後につ

いては地域の人数に合わせた割り当てを行っていきたいと考えます。 

 

 マスクについては必ず外さなければならないわけではありませんの

で難しい対応になると思います。外したほうが良いと考える方もいま

すし、外さないほうが良いと考える人もいます。児童生徒の中にはマ

スクを外すことが恥ずかしい子供達もいますので、一律に決めていく

ことは難しいと考えております。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第２号「一般事務報告について」

は、以上といたします。 

 

 

日程第２、報告第３号「専決処分の報告について（令和４年度登米

市一般会計補正予算（第 10号）に対する意見聴取について）」を上程

します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

小学校管理運営費と中学校管理運営費についてですが、コピー機借

上料とバス借上料などで減額となっております。コロナ禍のため行事

や体験学習等が中止となったのでしょうか。 

 

令和４年度については、行事や体験学習等は行うことのできる状況

になってきました。校外学習などで使用するバスの借上げ料を計上し

ておりましたが、事業により登米市のバスが使用可能であった場合は

市のバスを使用しております。その結果としてバス借上げ料を使用し

なかったため今回の補正で減額するものです。 

 

ほかにご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小林教育部長 

 

各課長等 

 

小野寺教育長 

 

 

大久保委員 

 

 

 

 

 

 

木村西部・北

部学校給食セ

ンター所長 

 

 

畠山委員 

 

 

小林教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員 

 

 

小野寺委員 

 

 

鈴木活き生き

学校支援室長 

 

須藤委員 

 

 

ご質問がないようですので、報告第３号「専決処分の報告について

（令和４年度登米市一般会計補正予算（第 10号）に対する意見聴取に

ついて）」は、以上といたします。 

 

 

日程第３、報告第４号「専決処分の報告について（令和５年度登米

市一般会計予算に対する意見聴取について）」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

2021年度に文部科学省で行った給食に関する調査で、食材費の高騰

により中学校では 3.6％、小学校では 3.0％給食費が増額されたとの

調査結果でありました。また、その調査では小学校の給食費は月額

4,477 円、中学校では 5,121 円となっておりました。登米市の給食費

月額と物価高騰による当初予算の計上額の状況について説明願いま

す。 

 

本市では、小学校が月額 4,100円（６年生は 4,000円）で中学校が

4,900円（３年生 4,700円）であります。 

当初予算では食材費の高騰を見据え、賄材料費を前年度より約

3,000万円、率にして 12％増額しております。 

 

令和５年度当初予算要求の中で令和４年度と比べ特筆した事業につ

いて説明願います。 

 

１つ目としては、学校再編に伴う津山地域と東和地域の校舎改修工

事が行われること。２つ目は米山地区公共施設複合化事業の実施設計

費が計上されております。担当部署としては総務部となりますが、学

校や公民館の教育委員会所管の施設であるため予算は教育総務に計上

されております。３つ目として、先ほど説明いたしましたが給食費に

ついても物価高騰を踏まえ予算の増額を行っております。 

当初予算作成時に財政当局より厳しいシーリングが設定され、いろ

いろな予算の見直しや先送りを行うこととなりましたが、やらなけれ

ばならない事業の予算を確保いたしました。 

 

令和５年度の予算の中で質的向上を図っていただき成果を上げてい

ただきたいと思います。 

 

要医療行為通学児童生徒の学習支援についてですが、対象児童生徒

は何名でしょうか。 

 

本年度は小学校１名、中学校１名の２名です。対象生徒が中学校３

年生で卒業となりますので、令和５年度は１名となります。 

 

当初予算には直接関連しませんが、中体連負担金についてですが、

仙台市では運動部からのみ徴収する方向で検討されているようであり

ますが、登米市の現状や今後の対応について説明願います。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯川次長兼学

校教育管理監 

 

 

 

 

 

須藤委員 

 

 

 

山形生涯学習

課長 

 

 

 

 

須藤委員 

 

 

 

 

日野文化財文

化振興室長 

 

 

 

 

 

 

 

須藤委員 

 

 

日野文化財文

化振興室長 

 

 

 

 

 

 

大久保委員 

 

 

菅原次長兼教

育総務課長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

本年度においては、１名あたり 800 円を徴収しております。内容と

しては、登米市中体連の必要経費と宮城県中学校体育連盟への負担金

であります。徴収については運動部、文化部問わず徴収しております。 

令和５年度については、登米市中学校体育連盟で協議中であります

が、徴収対象者、徴収方法等についてＰＴＡ役員会での意見を踏まえ

決定していくこととなります。 

 

新図書館整備に向けて、（仮称）図書館整備推進委員会の設置を予定

しているとのことですが、委員の構成はどのように考えているのでし

ょうか。 

 

（仮称）図書館整備推進委員会委員の構成については、現在検討中

でありますが、学識経験者として昨年講演いただいた山崎先生や図書

館協議会、社会教育委員、市民からの公募を考えております。広く意

見をいただけるような構成となるように進めていきたいと考えており

ます。 

 

文化財保護施設管理費について、地震等の復旧も順調に進めていた

だいておりますが、もう少し破損している個所や案内看板等について

は観光客からもご指摘を受けている状況であります。来年度予算でど

こを修繕していく予定なのでしょうか。 

 

歴史資料館の５館で不具合が生じた際に修繕する予算として 125 万

円を計上しております。その他にその他委託料として歴史資料館の案

内看板等の修繕を行う予算を計上しております。教育資料館内の案内

看板については、本年度修繕を発注しており３月には新しい看板とな

る予定であります。来年度においても引き続き警察資料館等の修繕を

行っていく予定であります。 

その他に伝統芸能伝承館「森舞台」の畳の更新や教育資料館の自動

火災報知機の更新等を予定しております。 

 

教育資料館の校長室前のベランダの継ぎ接ぎになっている個所は修

繕していただけるのでしょうか。 

 

今年度委員からもご指摘をいただきましたのでベランダの修繕につ

いて文化庁に相談を行いました。文化庁からは令和６年度に耐震診断

を控えていることから、修繕を行ったとしても耐震診断の際に取りは

ずすことになるのではないかとの指導をいただきました。そのため応

急修理としてアルミテープの張替えを今年度行うこととしておりま

す。継ぎ接ぎの解消までは行うことはできませんが、観光客の皆さん

の安全対策として修繕する予定です。 

 

 令和５年度登米市教育基方針アクションプランに記載されている修

繕箇所については、修繕計画通りに実施されているのでしょうか。 

 

 修繕計画を作成し計画通りに進めていきたかったのですが、令和５

年度予算が大変厳しい状況でありましたので、人命に関わる修繕を最

優先に実施し緊急性のないものについては先送りを行いました。まだ

まだ、修繕等を行う個所はありますので状況を確認しながら進めてい

きたいと考えております。 

 

ほかにご質問はありませんか。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小林教育部長 

 

白岩学校再編

推進室長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小林教育部長 

 

菅原次長兼教

育総務課長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第４号「専決処分の報告について

（令和５年度登米市一般会計予算に対する意見聴取について）」は、以

上といたします。 

 

ここで、午後２時 55分まで１０分間休憩することとします。 

（休憩 午後２時 45分～午後２時 55分） 

 

日程第４、報告第５号「登米市立津山小学校の校歌について」を上

程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第５号「登米市立津山小学校の校

歌について」は、以上といたします。 

 

 

議事に入ります。 

日程第５、議案第３号「登米市教育委員会個人情報保護法施行細則

について」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第３号「登米市教育委員会個人情

報保護法施行細則について」は、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、議案第３号「登米市教育委員会個人情

報保護法施行細則について」は、原案のとおり決定することとします。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小林教育部長 

 

菅原次長兼教

育総務課長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小林教育部長 

 

菅原次長兼教

育総務課長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

日程第６、議案第４号「登米市教育長に対する事務委任規則の一部

を改正する規則について」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第４号「登米市教育長に対する事

務委任規則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、議案第４号「登米市教育長に対する事

務委任規則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり決定す

ることとします。 

 

 

日程第７、議案第５号「登米市教育委員会公印規則の一部を改正す

る規則について」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第５号「登米市教育委員会公印規

則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、議案第５号「登米市教育委員会公印規

則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり決定することと

します。 

 

 

日程第８、議案第６号「登米市就学すべき学校の指定に関する規則

の一部を改正する規則について」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林教育部長 

 

髙橋学校教育

課長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小林教育部長 

 

日野文化財文

化室長 

 

小野寺教育長 

 

 

須藤委員 

 

 

日野文化財文

化室長 

 

須藤委員 

 

 

日野文化財文

化室長 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第６号「登米市就学すべき学校の

指定に関する規則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、議案第６号「登米市就学すべき学校の

指定に関する規則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり

決定することとします。 

 

 

日程第９、議案第７号「市指定有形文化財の指定について（大内家

文書）」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

 保存方法についてですが、現在は東和総合支所に保管されているよ

うですが、保管状況を教えていただきたいと思います。 

 

 東和総合支所３階の寿庵文庫に保管しております。保管の状況は冷

暖房がなく温湿管理ができないところであります。 

 

 資料は一般公開し見ることができる状況になっているのでしょう

か。 

 

 ４つの箱に分けて入っている状況で一般公開は行っていません。 

 文化財保護委員からも保管状況に問題があるのではないのではない

かとの意見をいただいております。今後温湿度計を設置し状況確認を

行っていく予定であります。状況次第では、適切な場所での保管、例

えば歴史資料館へ移して保管していかなければならないと考えており

ます。その際には地元の東和の方々の意見を尊重しながら移管してい

きたいと思います。 

 

ほかにご質問はありませんか。 
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小野寺教育長 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小林教育部長 

 

日野文化財文

化室長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第７号「市指定有形文化財の指定

について（大内家文書）」は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、議案第７号「市指定有形文化財の指定

について（大内家文書）」は、原案のとおり決定することとします。 

 

 

日程第 10、議案第８号「市指定有形文化財の指定について（伊達宗

重筆「武蔵野図」）」を上程します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第８号「市指定有形文化財の指定

について（伊達宗重筆「武蔵野図」）」は、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、議案第８号「市指定有形文化財の指定

について（伊達宗重筆「武蔵野図」）」は、原案のとおり決定すること

とします。 

 

 

日程第 11、議案第９号「県費負担教職員の任免等の内申について」

を上程します。 

 

議案第９号は人事案件でありますので、登米市教育委員会会議規則

第８条第１項の規定により、秘密会とさせていただきます。これにご

異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第 11、議案第９号につきましては、

秘密会といたします。関係する職員以外の退席を求めます。 

（関係する職員以外退席） 

 

（秘密会） 

※議案第９号「県費負担教職員の任免等の内申について」は、原案

のとおり決定された。 
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そ の

他 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

菅原次長兼教

育総務課長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

小野寺教育長 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※議案第９号の議事は、登米市教育委員会会議規則第 25 条により、

会議録に非記載。 

 

以上で全て終了しました。 

それでは、次回の教育委員会定例会議の開催日程についてお願いし

ます。 

 

次回は、令和５年３月 22 日（水）の開催でお願いしたいと思いま

す。開催時間、会場については、後日改めて連絡いたします。 

  

令和５年３月 22日（水）に行うことにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、次回の定例会議の日程は令和５年３月

22日（水）に行うことで決定します。 

 

午後３時 40分、閉会を宣言します。 

大変ご苦労様でした。 

 

ここで、午後３時 50分まで１０分間休憩することとします。 

（休憩 午後３時 40分～午後３時 50分） 

 

 

その他 

以下の４件について、資料に基づいて事務局等から説明し、内容を

確認していただきました。 

（１）１月の生徒指導状況について 

（２）柳津小学校及び横山小学校の閉校式並びに津山小学校の 

開校式について 

（３）卒業式、修了式の日程について 

（４）教職員の異動に伴う行事について 

 

散会時間は、午後４時２分とします。 

 

 

上記記録は正確であることを認め、ここに署名する。 

 

                令和５年３月   日 

会議録署名委員 

 

         委 員               ㊞ 

 

 

         委 員               ㊞ 

 

その他の概要 

（１）１月の生徒指導状況について（鈴木活き生き学校支援室長 説明） 

（２）柳津小学校及び横山小学校の閉校式並びに津山小学校の開校式について 

（白岩学校再編推進室長 説明） 

（３）卒業式、修了式の日程について（鈴木活き生き学校支援室長 説明） 

（４）教職員の異動に伴う行事について（髙橋学校教育課長 説明） 


